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外国の病院における臨床研修の一部を認定するための手続について 

 

 

 

外国の病院における臨床研修の取扱いについては、医師法（昭和２３年法律第２０１号）第

１６条の２第４項において、厚生労働大臣が適当と認める場合は、臨床研修病院（同条第１項

の規定に基づき厚生労働大臣の指定する病院）とみなすこととされておりますが、今般、日本

の臨床研修病院が外国の病院において臨床研修を受けた者を受け入れた場合に、当該外国の病

院を臨床研修病院とみなすための手続きについて、下記のとおり定めましたので通知します。  

貴職におかれましては、趣旨を御理解の上、貴管内の保健所設置市、特別区、関係団体等に

周知方よろしくお願いします。 

なお、「外国の病院で受けた臨床研修の一部を認定するための手続等について」（平成 20

年7月９日付け医政医発第０７０９００１号厚生労働省医政局医事課長通知）は廃止します。 

 

 

 

記 

 

１ 趣旨 

厚生労働大臣は、外国の病院について、日本の基幹型臨床研修病院又は協力型臨床研修

病院と同等の研修環境を備えていると認められる場合に、当該外国の病院を基幹型臨床研

修病院又は協力型臨床研修病院とみなす。 

また、外国の病院で臨床研修を受けた者を受け入れる日本の基幹型臨床研修病院又は基

幹型相当大学病院（以下「受入病院」という。）は、当該者の外国における臨床研修の内

容を踏まえ、臨床研修の到達目標の達成が見込める総合的な研修プログラムを作成し、臨



 

 

床研修を実施するとともに、日本の臨床研修の修了基準により当該者の修了認定を行う。 

 

２ 審査の内容 

１）  外国の病院の審査 

日本の基幹型臨床研修病院又は協力型臨床研修病院と同等の研修環境を備えている

と認められること。 

 

２）  研修プログラム 

外国の病院における臨床研修に加え、日本で臨床研修を履修することにより臨床研修

の到達目標の達成が見込まれる内容であること。 

ただし、①、②いずれの場合においても、必修科目となっている「地域医療」につい

ては、我が国における地域の特性に即した医療について理解し、実践することが重要で

あることから、日本国内で１月以上の研修を行うこととする。 

 

①  外国の病院を基幹型臨床研修病院とみなす場合（基幹型臨床研修病院とみなす

外国の病院に加え、協力型臨床研修病院とみなす外国の病院においても研修を行

った場合を含む）、研修期間については、外国の病院における臨床研修の期間を

含めて２年以上であり、かつ、受入病院における臨床研修の期間（外国の病院で

臨床研修を行う前に、日本の別の基幹型臨床研修病院又は基幹型相当大学病院に

おいて臨床研修を行っていた場合は、当該臨床研修の期間を含む。②において同

じ。）が合わせて１月以上であること。ただし、基幹型臨床研修病院とみなす外

国の病院と日本の基幹型臨床研修病院又は基幹型相当大学病院での研修期間の合

計が８月以上であること。なお、当該研修期間の合計は１年以上であることが望

ましいこと。 

②  外国の病院を協力型臨床研修病院とみなす場合、研修期間については、外国の

病院における臨床研修の期間を含めて２年以上であり、かつ、受入病院における

臨床研修の期間が合わせて８月以上であること。なお、当該研修期間の合計は 1

年以上であることが望ましいこと。 

 

３ 審査に係る手続 

受入病院が必要書類を添付し、地方厚生局健康福祉部医事課に申請する。申請時期は、原

則として、当該者が日本において研修を開始する前とするが、当該者の受入予定がある場合

は、早めに地方厚生局に相談すること。 

   

４ 必要書類 

１）  外国の病院に関する書類 

① 外国の病院に関する認定申請書（様式１） 

② ①の参考となる外国の病院からの書類等 



 

 

③ 外国の病院における臨床研修に対する受入病院の意見書 

  

２） 研修プログラムに関する書類 

① 原則として外国で取得した医師免許証又は登録証書の写し（臨床研修を行うのに医師

免許証を必要としない場合には、それが分かるもの。） 

② 外国の病院における臨床研修のプログラムの概要を明らかにした書類 

③ 外国の病院における臨床研修の履修又は修了の証明書（臨床研修を受けた診療科及び

期間が示されているものであること。また、原則として臨床研修を受けた機関の長が

証明したものであること。） 

④ 医師法第１６条の２第１項に規定する臨床研修に関する省令の施行について（平成１

５年６月１２日付け医政発第 0612004 号厚生労働省医政局長通知）に定める臨床研修

病院指定申請書（様式１）４～５ 

⑤ 外国の病院及び受入病院における臨床研修のプログラム（外国における臨床研修の内

容及び、その研修内容を踏まえた、臨床研修の到達目標の達成が見込める総合的な研

修プログラム）について記載すること。（様式２） 

⑥ 平成１６年４月１日以降に日本で臨床研修を受けたことがある場合は、臨床研修中断

証の写し 

⑦ 確認した臨床研修の内容に係る受入病院意見書 

⑧ 受入時点における受入病院による研修医の評価（様式３） 

  

３）本人に関する書類 

①日本で取得した医師免許証の写し 

②当該者の履歴書 

 

＊ 作成上の注意 

 １ 必要書類については、地方厚生局健康福祉部医事課宛に原本１部及び写し１部を提出

すること。 

 ２ 必要書類のうち外国語で記載されているものは、その日本語訳を添付すること。 

 ３ ２）①、⑥及び３）①については、各原本において確認した上で、写しを提出するこ

と。 

  

５ 募集定員との関係 

外国の病院で臨床研修を受けた者を受け入れる場合、適切な指導体制が確保されていると

認められる場合には、原則として、各病院の募集定員とは関係なく当該者を受け入れること

ができること。ただし、当該者を医師臨床研修マッチング結果により受け入れる場合には、

募集定員の範囲内とすること。 

 


